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(57)【要約】
【課題】周囲温度の変化により除振特性に悪影響を殆ど
受けることのない、耐久性に優れた除振マウントを提供
すること。
【解決手段】所定の機器を除振又は制振する除振マウン
ト１０であって、第一及び第二の取付部材１２，１４と
の間に配されて、機器の重量を支持するコイルばね１６
と、コイルばね１６の内側空間内に設けられる円筒体１
８と円筒体１８内をその軸方向に摺動せしめられるピス
トン部材２０にて形成される空気室２４に対する空気の
流出入より、入力振動の減衰を図るようにした振動減衰
機構を有し、またピストン部材２０と第二の取付部材１
４との間に球形磁石３０を配して、点接触構造にて当接
される点支持機構を構成し、更にピストン部材２０が第
二の取付部材１４に常に支持されるように構成した当接
維持手段を設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　除振又は制振されるべき機器とそれが設置されるベースとの間に介装されて、それらの
間における振動の伝達を抑制乃至は阻止するようにした除振マウントにして、
　前記機器と前記ベースの何れか一方に取り付けられる第一の取付部材とそれらの何れか
他方に取り付けられる第二の取付部材との間に配されて、該機器の重量を弾性的に支持す
るコイルばねと、
　該コイルばねの内側空間内において、前記第一の取付部材から前記第二の取付部材に向
かって延びるように一体的に設けられた筒体部と、該筒体部内に摺動可能に嵌挿されて、
振動入力に基づくところの前記機器の荷重変化によって摺動せしめられるピストン部材と
を含み、それら第一の取付部材と筒体部とピストン部材にて形成される空気室に対する空
気の制限された流出入によって、該ピストン部材の摺動を緩和せしめて、入力振動の減衰
を図るようにした振動減衰機構と、
　前記ピストン部材と前記第二の取付部材との間に少なくとも一つの球体を配し、それら
を該球体を介した点接触構造において当接せしめると共に、それらの対向方向に直角な方
向に移動可能に支持させる点支持機構と、
　前記ピストン部材と前記第二の取付部材とを常時相互に当接せしめてなる形態において
保持し、該点支持機構を介して、該ピストン部材が該第二の取付部材に常に支持されるよ
うに構成した当接維持手段とを、
有していることを特徴とする除振マウント。
【請求項２】
　前記球体が球形磁石にて構成され、該球形磁石に、前記ピストン部材及び前記第二の取
付部材が吸着されることにより、前記当接維持手段が構成されている請求項１に記載の除
振マウント。
【請求項３】
　前記第一の取付部材に設けられた筒体部の内周面に、摺接スリーブが一体的に内挿、配
設されており、該摺接スリーブ内で前記ピストン部材が摺動せしめられるように構成され
ている請求項１又は請求項２に記載の除振マウント。
【請求項４】
　前記空気室を外部に連通せしめるオリフィスが設けられ、該オリフィスを通じて、空気
の制限された流出入が行なわれるようになっている請求項１乃至請求項３のうちの何れか
一つに記載の除振マウント。
【請求項５】
　前記当接維持手段が、前記ピストン部材を前記第二の取付部材に向かって付勢するばね
部材にて構成されている請求項１乃至請求項４のうちの何れか一つに記載の除振マウント
。
【請求項６】
　前記ピストン部材側における前記球体の当接面が、該球体よりも大なる半径を有する球
面の一部にて構成されている請求項１乃至請求項５のうちの何れか一つに記載の除振マウ
ント。
【請求項７】
　前記第二の取付部材側における前記球体の当接面が、該球体よりも大なる半径を有する
球面の一部にて構成されている請求項１乃至請求項６のうちの何れか一つに記載の除振マ
ウント。
【請求項８】
　前記点支持機構が、第一の球体と第二の球体を含む球体群を備え、前記第二の取付部材
側に当接せしめられる該第一の球体の一つを、一つ又は複数の該第二の球体にて支持せし
めるように構成されている請求項１乃至請求項７のうちの何れか一つに記載の除振マウン
ト。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、除振マウントに係り、特に、除振または制振されるべき機器とそれが設置さ
れるベースとの間に介装されて、それらの間における振動の伝達を抑制乃至は阻止するよ
うにした除振マウントに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、床を通して伝達されてくる外来の振動が精密な機器類に伝わらないように、
そのような機器類を、除振機構（除振マウント）を介して、設置するようにした構造が、
採用されてきている。特に、精密な測定機器類や制御装置を始め、コンピュータや通信機
器に用いられる電子デバイスの回路パターンを形成するＩＣ露光機や、回路パターンを読
み取る３次元測定器等のように、１μｍ以下の精度が問題となる機器類においては、自励
振動や外来の振動の影響を阻止する必要性が高く、その為に、床から機器類に伝えられる
振動を減衰する除振機構の性能が、機械の性能を左右する重要な要素となることが認めら
れている。
【０００３】
　ところで、かかる除振機構としては、一般に、空気ばねを組み込んだ構造のものが、従
来から用いられてきている。そこでは、固有振動数が１～２ｋＨｚのダイヤフラム型空気
ばねを用いることによって、除振機構の機能は、空気ばねとこの空気ばねに支持される機
器類の質量との系によって、実現されるようになっている。そして、この空気ばねを用い
ることによる利点は、補助タンクを付設し、空気ばねとタンクとの間にオリフィスを入れ
ることで、空気の粘性抵抗による減衰を得ることが出来、固有振動数における共振ピーク
を低く抑えることが可能となり、外乱による支持荷重の揺れを速やかに吸収することが出
来ることであるが、そのような空気ばねには、補助タンクなどの付属装置の設置が必要と
されることとなる為に、装置が大型化することとなる問題の他、制御系が複雑となる等に
より、高価なものとなる問題を内在している。
【０００４】
　一方、そのような高価な空気ばね形式のものを用いることなく、垂直方向と水平方向と
の除振機能を得ることの出来る除振機構として、コイルばねと制振材との組み合わせによ
る装置（除振マウント）が知られており、例えば特許文献１においては、弾性体としての
コイルばねと、制振材としての円柱状の粘弾性体（エポキシ樹脂）とを組み合わせて用い
て、かかる粘弾性体をコイルばねの内側空間内に配置し、そして粘弾性体の両端とコイル
ばねの両端とにフランジを取り付けて、コイルばねと粘弾性体の複合体に作用する荷重方
向の弾性中心を粘弾性体側に包蔵させ、両者を一体に緊締してなる構造が明らかにされ、
これを機械器具の防振支持に用いることにより、水平方向（横方向）と垂直方向（縦方向
）に加えられる外力に対して、大きな制振効果を得ることが出来ることが、明らかにされ
ている。
【０００５】
　しかしながら、それら従来の除振機構において用いられるダイヤフラムや粘弾性体は、
何れも、弾性を有する樹脂材質のものであるところから、それらが極低温の環境下におい
て用いられると、その弾性特性や粘弾性特性等の除振に寄与する性能が大きく低下して、
それら部材の本来の機能を奏することが困難となる他、それらの耐久性が悪化する等の問
題が惹起されるようになる。特に、自然環境下に設置される機器類に伝えられる振動の減
衰に用いられる除振機構には、－４０℃～＋８０℃の範囲の温度に晒されることが予想さ
れ、その為に、そのような広い温度範囲において有効な除振機能を奏し得る機構の提供が
、望まれているのである。
【０００６】
【特許文献１】特開昭６３－３０６２８５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にしてなされたものであって、その解決課
題とするところは、除振又は制振されるべき機器とそれが設置されるベースとの間に介装
されて、それらの間における振動の伝達を抑制乃至は阻止するようにした除振マウントに
おいて、周囲温度の変化により除振特性の影響を殆ど受けることのない、耐久性に優れた
除振マウントを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そして、本発明にあっては、上記した課題を解決するために、以下に列挙せる如き各種
の態様において、好適に実施され得るものであるが、また、以下に記載の各態様は、任意
の組み合わせにおいて採用可能である。なお、本発明の態様乃至は技術的特徴は、以下に
記載のものに何等限定されるものではなく、明細書全体の記載及び図面から把握される発
明思想に基づいて認識されるものであることが、理解されるべきである。
【０００９】
（１）　除振又は制振されるべき機器とそれが設置されるベースとの間に介装されて、そ
れらの間における振動の伝達を抑制乃至は阻止するようにした除振マウントにして、（ａ
）前記機器と前記ベースの何れか一方に取り付けられる第一の取付部材とそれらの何れか
他方に取り付けられる第二の取付部材との間に配されて、該機器の重量を弾性的に支持す
るコイルばねと、（ｂ）該コイルばねの内側空間内において、前記第一の取付部材から前
記第二の取付部材に向かって延びるように一体的に設けられた筒体部と、該筒体部内に摺
動可能に嵌挿されて、振動入力に基づくところの前記機器の荷重変化によって摺動せしめ
られるピストン部材とを含み、それら第一の取付部材と筒体部とピストン部材にて形成さ
れる空気室に対する空気の制限された流出入によって、該ピストン部材の摺動を緩和せし
めて、入力振動の減衰を図るようにした振動減衰機構と、（ｃ）前記ピストン部材と前記
第二の取付部材との間に少なくとも一つの球体を配し、それらを該球体を介した点接触構
造において当接せしめると共に、それらの対向方向に直角な方向に移動可能に支持させる
点支持機構と、（ｄ）前記ピストン部材と前記第二の取付部材とを常時相互に当接せしめ
てなる形態において保持し、該点支持機構を介して、該ピストン部材が該第二の取付部材
に常に支持されるように構成した当接維持手段とを、有していることを特徴とする除振マ
ウント。
【００１０】
（２）　前記球体が球形磁石にて構成され、該球形磁石に、前記ピストン部材及び前記第
二の取付部材が吸着されることにより、前記当接維持手段が構成されている上記態様（１
）に記載の除振マウント。
【００１１】
（３）　前記第一の取付部材に設けられた筒体部の内周面に、摺接スリーブが一体的に内
挿、配設されており、該摺接スリーブ内で前記ピストン部材が摺動せしめられるように構
成されている上記態様（１）又は（２）に記載の除振マウント。
【００１２】
（４）　前記空気室を外部に連通せしめるオリフィスが設けられ、該オリフィスを通じて
、空気の制限された流出入が行なわれるようになっている上記態様（１）乃至（３）のう
ちの何れか一つに記載の除振マウント。
【００１３】
（５）　前記当接維持手段が、前記ピストン部材を前記第二の取付部材に向かって付勢す
るばね部材にて構成されている上記態様（１）乃至（４）のうちの何れか一つに記載の除
振マウント。
【００１４】
（６）　前記ピストン部材側における前記球体の当接面が、該球体よりも大なる半径を有
する球面の一部にて構成されている上記態様（１）乃至（５）のうちの何れか一つに記載
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の除振マウント。
【００１５】
（７）　前記第二の取付部材側における前記球体の当接面が、該球体よりも大なる半径を
有する球面の一部にて構成されている上記態様（１）乃至（６）のうちの何れか一つに記
載の除振マウント。
【００１６】
（８）　前記点支持機構が、第一の球体と第二の球体を含む球体群を備え、前記第二の取
付部材側に当接せしめられる該第一の球体の一つを、一つ又は複数の該第二の球体にて支
持せしめるように構成されている上記態様（１）乃至（７）のうちの何れか一つに記載の
除振マウント。
【発明の効果】
【００１７】
　このような本発明に従う除振マウントにあっては、除振又は制振されるべき機器の重量
を弾性的に支持するコイルばねの内側空間内に、振動減衰機構が配設され、そしてそれを
構成するピストン部材が、振動入力に基づくところの機器の荷重変化によって摺動せしめ
られて、そのような機構に形成される空気室に対する空気の制限された流出入を生じさせ
ることにより、空気の粘性抵抗による減衰を発生させ、以て、垂直方向の防振機能が有利
に発揮せしめられ得るのである。
【００１８】
　しかも、そのような振動減衰機構におけるピストン部材は、それを支持する第二の取付
部材との間において、球体を用いた点支持機構において、それらの対向方向に直角な方向
に移動可能に支持されていることにより、水平方向の入力振動に対しては、ピストン部材
と第二の取付部材との間における、球体を介した点接触構造に基づくところの、適度な転
がり抵抗によって、有効な振動減衰作用が発揮され得ることとなる。
【００１９】
　従って、本発明に係る除振マウントにおいては、従来の粘弾性体に替わる振動減衰作用
が、振動減衰機構と点支持機構とによって発揮せしめられ、そして、それら機構における
各部材は、何れも粘弾性特性乃至は弾性特性が必要とされるものではないところから、金
属の如き硬質の材質からなる部材を用いることが出来ることとなり、以て、除振マウント
の使用環境下において、温度が大きく変化しても、例えばマイナス４０℃からプラス８０
℃に至る大きな温度変化においても、それら振動減衰機構や点支持機構によって実現され
る機能が損なわれることは殆ど無く、目的とする振動減衰作用を有利に発揮することが出
来ることとなったのであり、加えて、そのような大きな温度変化に対しても、それぞれの
機構を構成する部材の劣化を殆ど考慮する必要が無く、その耐久性の向上を有利に図り得
ることとなったのである。
【００２０】
　そして、このような特徴を有する本発明に従う除振マウントは、比較的軽量の機器の支
持用として、有利に用いられることとなるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明に従う幾つかの実施形態につ
いて、図面を参照しつつ、詳細に説明することとする。
【００２２】
　先ず、図１には、本発明に従う除振マウントの一つのものの概略が、断面形態において
示されている。そこにおいて、除振マウント１０は、第一の取付部材１２と、第二の取付
部材１４と、それら二つの取付部材の間に配されて、除振又は制振されるべき機器の重量
を弾性的に支持するコイルばね１６とを含んで、構成されている。そして、第一の取付部
材１２は、非磁性のステンレススチールを材質として、除振又は制振されるべき機器とそ
れが設置されるベース、具体的には床面、地面、基礎面等の設置面の何れか一方に取り付
けられ、また第二の取付部材１４も、同様なステンレススチールを材質として、それらの
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何れか他方に取り付けられるようになっている。なお、ここでは、かかる第一の取付部材
１２には、所定の機器に取り付けられ得るように、上方に開口する取付用のねじ穴１２ａ
を有する円形凸部１３が、下方に所定長さ延び出した形態において一体的に形成されてお
り、また第二の取付部材１４にも、所定のベースに取り付けられ得るように、下方に開口
する取付用のねじ穴１４ａが設けられている。また、コイルばね１６は、その上端及び下
端において、それぞれ第一及び第二の取付部材１２，１４に固定的に取り付けられて、一
体的な除振マウント１０として取り扱い得るようになっているが、勿論、自由に離脱可能
な形態において取り付けられていても、何等差し支えない。
【００２３】
　また、かかる除振マウント１０における、コイルばね１６の内側空間内に位置するよう
に、第一の取付部材１２の下面、換言すれば第二の取付部材１４に対向する側の面に対し
て、非磁性のステンレススチールからなる円筒体１８が、一体的に設けられている。そし
て、この円筒体１８内を、その軸方向（図において上下方向）に摺動可能に、非磁性のス
テンレススチールからなるピストン部材２０が、嵌挿されている。なお、かかるピストン
部材２０の上部には、第一の取付部材１２から延び出した円形凸部１３の外径よりも僅か
に大きな内径を有する、上方に開口した上部凹所２０ｂが、後述する空気室２４を与える
ように充分な大きさにおいて設けられている。また、円筒体１８の内周面には、かかるピ
ストン部材２０の上下方向の移動（摺動）が滑らかに行われ得るように、リン青銅等の公
知の潤滑性材料からなる、潤滑性に優れた摺接スリーブ２２が、一体的に内挿されて、配
設されている。かくして、第一の取付部材１２と円筒体１８（摺接スリーブ２２）とピス
トン部材２０にて囲まれるように、空気室２４が、円筒体１８内に形成されることとなる
のであるが、この空気室２４は、ここでは、第一の取付部材１２とピストン部材２０との
間の空間２４ａとピストン部材２０の上部凹所２０ｂにて与えられる空間２４ｂとから構
成されている。そして、かかる空気室２４は、振動入力に基づくところの、搭載機器の荷
重変化によって、その内圧を変化させ、更に、それによって、空気室２４に対する空気の
流出入により、容積を変化せしめて、ピストン部材２０が上下方向に移動せしめられ得る
ようになっているのである。
【００２４】
　すなわち、所定の機器が搭載された状態において、機器とそれが設置されるベースとの
間に振動が入力すると、第一の取付部材１２に作用する機器の荷重が変化するようになる
が、そのような荷重変化は、空気室２４内の内圧を変化せしめることとなる。而して、空
気室２４内の空気は、ピストン部材２０と摺接スリーブ２２との僅かな間隙や第一の取付
部材１２に別途に設けられたオリフィス２６を通じて、制限された量において流出入せし
められ、以て空気の粘性抵抗による減衰が有利に発揮され得ることとなるところから、そ
のような空気室２４の内圧変化に基づくところのピストン部材２０の上下方向の移動（摺
動）は、制約乃至は緩和されたものとなり、これにより、入力振動の減衰が効果的に図ら
れ得ることとなるのである。従って、ここでは、筒体部としての円筒体１８と、ピストン
部材２０と、円筒体１８内に形成される空気室２４とを含んで、振動減衰機構が構成され
ているのである。
【００２５】
　また、かかるピストン部材２０の下部に設けられた下部凹所２０ａ内には、鉄などの強
磁性体材料からなるノックピン形態の当接ロッド２８が、所定長さで下方に突出した形態
において、ピストン部材２０に対して同軸的に立設せしめられており、この当接ロッド２
８の下端先端面が、球状凸面２８ａにて構成されている。そして、永久磁石からなる球形
磁石３０が、かかる当接ロッド２８と第二の取付部材１４に固定された強磁性体材料製の
支持プレート３２との間に介装されて、それら当接ロッド２８と支持プレート３２に吸着
乃至は磁着せしめられている。これによって、球形磁石３０を介した、当接ロッド２８と
支持プレート３２の点接触構造における当接が実現されると共に、それら当接ロッド２８
と支持プレート３２の、それらの対向方向に直角な方向、換言すれば水平方向に移動可能
に支持するようにした点支持機構が、形成されている。
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【００２６】
　そして、ここでは、ピストン部材２０と第二の取付部材１４との間の点支持機構を構成
する球体として、球形磁石３０が用いられているところから、この球形磁石３０による磁
力（吸引力）によって、ピストン部材２０、具体的には当接ロッド２８の先端面である球
状凸面２８ａと第二の取付部材１４（支持プレート３２）の上面に対する当接が、常に確
保され得ることとなるのであり、これによって、点支持機構を介して、ピストン部材２０
が第二の取付部材１４に常に支持され得る当接維持手段が、巧みに構成されているのであ
る。
【００２７】
　従って、かくの如き構成の除振マウント１０にあっては、図において主として上下方向
（垂直方向）、即ち円筒体１８の軸方向に入力する振動に対しては、振動減衰機構を構成
するピストン部材２０が、そのような入力振動に基づくところの搭載機器の荷重変化によ
って摺動せしめられるようになると共に、円筒体１８内に形成された空気室２４に対する
空気の流出入が制限されて、空気の粘性抵抗による減衰作用が発揮せしめられることによ
り、かかるピストン部材２０の摺動が緩和せしめられることとなり、以て、そのような主
として上下方向の入力振動の減衰が効果的に図られ得るのである。また、図において左右
方向（水平方向）、即ち円筒体１８の軸方向に直角な方向の入力振動に対しては、ピスト
ン部材２０が、球形磁石３０を介して、第二の取付部材１４の支持プレート３２上に支持
されているところから、そのような球形磁石３０の転動が惹起されることとなり、そして
その転動に基づくところの転がり抵抗によって、主として、そのような左右方向の入力振
動の減衰が効果的に図られ得、以て、除振又は制振されるべき搭載機器とそれが設置され
るベースとの間における振動の伝達が、効果的に抑制乃至は阻止され得ることとなるので
ある。
【００２８】
　しかも、そのような除振マウント１０における除振又は制振の機構は、かかる除振マウ
ント１０の設置される周囲温度（環境温度）が、マイナス４０℃からプラス８０℃に至る
広い温度領域においても、殆ど影響を受けることがないものであり、また、その構成部材
も、金属の如き硬質の剛性材質にて形成され、従来の除振マウントにおける如きゴム材質
のものや粘弾性体を用いたものではないところから、前記した広い温度範囲において、そ
の材質乃至は特性が変化することはなく、従って所期の除振乃至は制振特性が有利に発揮
せしめられ得ると共に、それら構成部材の耐久性が向上され、ひいては除振マウント１０
全体としての寿命の向上が有利に図られ得るのである。
【００２９】
　さらに、この図１に示される除振マウント１０では、ピストン部材２０の上部凹所２０
ｂの内径が第一の取付部材１２の円形凸部１３の外径よりも僅かに大きくされていること
によって、かかる上部凹所２０ｂ内に円形凸部１３が突入せしめられる際に上部凹所２０
ｂ（空間２４ｂ）内からの空気の流出抵抗が惹起されるようになっているところから、大
きな振動の入力によって急激な荷重変化が生じたときに、それに基づくところのピストン
部材２０の変位に対する有効な緩衝作用が発揮され得ることとなり、これによって第一の
取付部材１２とピストン部材２０との緩衝が有利に回避され得るようになっている。
【００３０】
　ところで、かかる除振マウント１０にあっては、摺接スリーブ２２が、非磁性体である
リン青銅材質とされて、ピストン部材２０に対して、球形磁石３０の磁力が有効に作用せ
しめられるようにして、かかるピストン部材２０の当接保持が有効に為され得るように配
慮されているが、更にそのような作用・効果をより一層有利に享受すべく、摺接スリーブ
２２に加えて、ピストン部材２０、円筒体１８、第一の取付部材１２、更にはコイルばね
１６等を非磁性体にて形成することも可能であり、更にその際、非磁性体として、公知の
硬質の樹脂を用いることも可能である。
【００３１】
　また、本発明に従う除振マウントは、上記の外、図２に示される如き構成とすることも
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可能である。即ち、図２に示される除振マウント４０は、ピストン部材２０を、大小二つ
の球形磁石４２，４４にて、第二の取付部材１４の支持プレート３２に対して、点接触構
造において点支持せしめていると共に、それら二つの球形磁石４２，４４の吸引力にて、
ピストン部材２０と支持プレート３２を常時相互に当接、保持するようにしている以外は
、図１に示される除振マウント１０と同様な構成とされているのである。
【００３２】
　具体的には、大径の球形磁石４２が、ピストン部材２０の下部に設けられた、下面に開
口する下部凹所２０ａ内に嵌入されて、吸着乃至は保持されると共に、この大径の球形磁
石４２に対して、小径の球形磁石４４が吸着されてなる形態において、かかる小径の球形
磁石４４が第二の取付部材１４の支持プレート３２に対して吸着せしめられ、以てそれら
二つの球形磁石４２，４４を介して、ピストン部材２０が、第二の取付部材１４に対して
点接触構造において点支持され、且つ、常に相互に当接せしめられてなる形態において支
持されるようになっているのである。なお、ここでは、摺接スリーブ２２は、鉄系の潤滑
性材料にて形成されている。また、その他の構成は、図１に示される除振マウント１０と
同様である為、同一の符号を付して、詳細な説明は省略することとする。
【００３３】
　このような構成の除振マウント４０にあっても、ピストン部材２０が、大小二つの球形
磁石、特に小径の球形磁石４４を介して、第二の取付部材１４に点接触構造において点支
持され、且つ常時相互に当接した形態において、保持されることとなるところから、ピス
トン部材２０の垂直方向の摺動に基づくところの振動減衰作用と、小径の球形磁石４４の
転動に基づくところの転がり抵抗による振動減衰作用とが、それぞれ有効に発揮され得る
こととなるのである。
【００３４】
　さらに、本発明は、図３に示される如き構成の除振マウント５０として実現することも
可能である。そこにおいては、ピストン部材２０を第二の取付部材１４に対して点接触構
造において当接支持する転動可能な球体として、先の図１や図２に示される球形磁石３０
，４２，４４とは異なり、吸引力を有しない通常の鋼球５２が用いられ、この鋼球５２が
ピストン部材２０の下部に設けられた下部凹所２０ａ内に収容された形態において、第二
の取付部材１４の支持プレート３２上に配置されている。従って、ピストン部材２０は、
鋼球５２の介在により、支持プレート３２に対して点接触構造において点支持され、且つ
鋼球５２の転動により、図において左右方向（水平方向）に移動可能とされている。
【００３５】
　また、ピストン部材２０の上部凹所２０ｂ内に収容された形態において、第一の取付部
材１２とピストン部材２０との間に、付勢用コイルスプリング５４が介装されており、第
一の取付部材１２に対して所定の機器が搭載されて取り付けられた時に、ピストン部材２
０に対して、図において下方に向かう付勢力を作用せしめ、以てピストン部材２０と第二
の取付部材１４における支持プレート３２とを、鋼球５２を介して、常時相互に当接せし
めるようになっており、また、ピストン部材２０が、第二の取付部材１４に常に支持され
得るようになっているのである。要するに、ここでは、付勢用コイルスプリング５４が、
ピストン部材２０と第二の取付部材１４との当接維持手段として、用いられているのであ
る。
【００３６】
　従って、そのような構造の除振マウント５０にあっては、振動入力時におけるピストン
部材２０の上下方向の摺動や鋼球５２の左右方向の転動も、先の二つの除振マウント１０
，４０と同様に実現され得ることとなるのであり、以て、所定の機器とそれが設置される
ベースとの間における振動の伝達が、効果的に抑制乃至は阻止され得るのである。
【００３７】
　なお、図３に示される除振マウント５０は、また、図４に示される如き構造の除振マウ
ント６０として構成することが可能である。そこでは、１個の鋼球５２に代えて、公知の
ボール・ベアリング装置６２が、ピストン部材２０と第二の取付部材１４（即ち支持プレ
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ート３２）との間に配設されて、かかるピストン部材２０が左右方向に移動可能に点支持
せしめられるようになっている。具体的には、ボール・ベアリング装置６２は、よく知ら
れているように、１個の大球６４を多数の小球６６にて受けるようにした構造を有し、該
大球６４が支持プレート３２に当接して、転動し得るように、ピストン部材２０に取り付
けられているのである。これにより、ピストン部材２０の左右方向（水平方向）の移動が
更にスムーズに行われ得ることとなり、以て、当接方向における振動減衰の向上に有効に
寄与し得ることとなる。なお、ここで用いられるボール・ベアリング装置６２としては、
公知のものが適宜に選択され、例えばＩＳＢボールベアー（（株）井口機工製作所）等と
して市販されているものを利用することが出来る。
【００３８】
　以上、本発明の代表的な実施形態について詳述してきたが、それは、あくまでも例示に
過ぎないものであって、本発明は、そのような実施形態に係る具体的な記述によって、何
等限定的に解釈されるものではないことが、理解されるべきである。
【００３９】
　例えば、上述した実施形態においては、球体としての球形磁石３０，４２，４４や鋼球
５２は、ピストン部材２０側において、球状凸面２８ａ（４２）や球状凹面２０ｃにて、
点接触形態において受けられる一方、支持プレート３２側においては、平坦面で受ける構
造とされているが、これに変えて、支持プレート３２側においても、球状凹面にて受ける
ように構成することも可能であり、その一例が、図５に示されている。
【００４０】
　すなわち、図５においては、ピストン部材２０の下部凹所２０ａの底面が、球状凹面２
０ｃとされている一方、支持プレート３２の上面にも、球形凹面３２ａが設けられている
のである。そして、それら二つの球形凹面２０ｃ，３２ａにて挟まれるように、鋼球５２
が介在せしめられていることにより、ピストン部材２０と支持プレート３２とが、点接触
構造において当接、支持せしめられるようになっているのである。なお、それら球状凹面
２０ｃ，３２ａは、何れも、鋼球５２の半径よりも大なる半径を有する球面とされており
、これによって、鋼球５２の転動が可能とされていると共に、それら球状凹面２０ｃ，３
２ａの中心と鋼球５２の中心とが一致するように、更には鋼球５２の中心がピストン部材
２０や円筒体１８の軸上に位置するように、配慮されている。
【００４１】
　また、例示の実施形態のものにおいては、何れも、円筒体１８の内周面に摺接スリーブ
２２が内挿されて一体化され、以て、ピストン部材２０の円筒体１８の軸方向の摺動が円
滑に行われ得るようになっているが、勿論、円筒体１８の内面が充分に摺動性の優れた面
として構成されているならば、円筒体１８に対して、直接に、ピストン部材２０を、その
軸方向に摺動可能に内挿させてなる構成も、採用可能である。
【００４２】
　さらに、空気室２４に対する空気の出入り（流出入）は、ピストン部材２０と摺接スリ
ーブ２２（円筒体１８）との間の隙間及び／又は別途に設けられたオリフィス２６によっ
て、制限されることとなるが、そのような隙間の大きさやオリフィス２６の径は、目的と
する振動減衰作用を発揮させ得るに適したピストン部材２０の動き（摺動）の緩和の程度
に応じて、適宜に選定され得るものである。なお、ここで、オリフィス２６は、例示の如
く、第一の取付部材１２に設けられる他、円筒体１８やピストン部材２０に設けることも
可能である。加えて、球形磁石３０，４２，４４の磁力（吸引力）の大きさや、付勢用コ
イルスプリング５４の付勢力の大きさにあっても、ピストン部材２０と第二の取付部材１
４とが常時相互に当接し得ると共に、それらの間に介装される球体の転動による振動減衰
作用が有効に発揮され得るように、適宜に選定されることとなる。
【００４３】
　更にまた、本発明においては、例示の如く、第一の取付部材１２を所定の機器に、そし
て第二の取付部材１４をベースに取り付ける場合の他、その逆の取付形態を採用すること
も可能である。
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【００４４】
　なお、本発明に従う除振マウントは、一般に、負担荷重が１０ｋｇ程度以下、望ましく
は５ｋｇ程度以下となる、比較的軽量の機器に対する支持用マウントとして、有利に用い
られ得るものであるところから、そのような搭載機器の重量を弾性的に支持するコイルば
ね１６にあっても、そのような負担荷重に適した細い線材からなるコイルばねが、適宜に
選定されることとなる。
【００４５】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて、種々なる変更、修
正、改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施の態様
が、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、何れも、本発明の範疇に属するものである
ことは、言うまでもないところである。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に従う除振マウントの一例を示す断面説明図である。
【図２】本発明に従う除振マウントの他の一例を示す断面説明図である。
【図３】本発明に従う除振マウントの更に別の一例を示す断面説明図である。
【図４】本発明に従う除振マウントの他の異なる一例を示す断面説明図である。
【図５】ピストン部材と第二の取付部材との間に介装される球体の配設形態の変形例　を
示す部分拡大断面説明図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１０，４０，５０，６０　除振マウント　　１２　第一の取付部材
　１４　第二の取付部材　　　　　　　　　　１２ａ，１４ａ　取付用のねじ穴
　１６　コイルばね　　　　　　　　　　　　１８　円筒体
　２０　ピストン部材　　　　　　　　　　　２０ａ　下部凹所
　２０ｂ　上部凹所　　　　　　　　　　　　２０ｃ，３２ａ　球形凹面
　２２　摺接スリーブ　　　　　　　　　　　２４　空気室
　２６　オリフィス　　　　　　　　　　　　２８　当接ロッド
　２８ａ　球状凸面　　　　　　　　　　　　３０，４２，４４　球形磁石
　３２　支持プレート　　　　　　　　　　　５２　鋼球
　５４　付勢用コイルスプリング　　　　　　６２　ボール・ベアリング装置
　６４　大球　　　　　　　　　　　　　　　６６　小球
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【図３】 【図４】
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